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  平成１８年度入善町人事行政の運営等の状況 

 
入善町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 17年入善町条例第１号）第６条の規定に

基づき、入善町人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。 

なお、一部の項目については、平成 19年４月１日現在の状況等を公表します。 

 

   

 

                         

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由                 （各年 4月 1日現在） 

（単位：人） 

      

     区 分 

部 門 

職 員 数 
対前年 

増減数 
主な増減理由 

平成19年 平成18年 

 

 

 

 

 

普    

 

 

通 

 

 

会 

 

 

計 

 

 

部 

一 

 

般 

 

行 

 

政 

 

部 

 

門 

 

議会  4  4   

総務 39 40 △1 総務：事務の合理化 

税務 13 13     

民生 94 98 △4 民生：事務の合理化 

衛生  8   8    

労働     

農業水産 10 12 △2 農業水産：機構改革による見直し  

商工  3  3   

土木 15 16 △1  土木：事務の合理化 

  計 186 194 △8 

＜参考＞ 

人口１万人当たり職員数  66.59 人 

（類似団体の人口１万人当たり職員数     68.50 人） 

 

門 

 

 

 

教育部門 34 37 △3 教育：事務の合理化 

消防部門 26 26   

 

小  計 246 257 △11 

＜参考＞ 

人口１万人当たり職員数  88.06 人 

（類似団体の人口１万人当たり職員数       87.59 人） 

公 
営 
企会 
業計 
等部 

 門 

下水道 13 13 
  

その他  9  9 
 

小   計 22 22  
       

 
 

  合  計 
268 

[ 290 ] 

279 

[ 290 ] 

△11 

[ 0 ] 

＜参考＞ 
人口１万人当たり職員数   95.94人 

（注）1 職員数は一般職に属する職員数です。 
   2 [   ]内は、条例定数の合計です。 

     なお、平成１７年４月１日に条例定数 340人を 290人に改正しています。            
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(2) 年齢別職員構成の状況（平成１９年４月１日現在） 
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構成比

5 年 前 の 構 成 比

 
   

 

 

区 分 

20歳 

 

未満 

20歳 

～  

23歳 

24歳 

～  

27歳 

28歳 

～  

31歳 

32歳 

～  

35歳 

36歳 

～  

39歳 

40歳 

～  

43歳 

44歳 

～  

47歳 

48歳 

～  

51歳 

52歳 

～  

55歳 

56歳 

～  

59歳 

60歳 

 

以上 

 

計 

 
職員数 

人 
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人 
13 
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 25  
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 23  
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(3) 定員管理の数値目標及び進捗状況 

町では簡素で効率的な行政を推進するため、平成１７年度に策定した新しい定員適正化計画に 

基づき、職員数の抑制に努め、適正な定員管理を行っています。 

 

  ① 平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標     

平成17年4月1日   

職員数 

平成22年4月1日   

職員数 

純減数 

 

純減率 

 

   

   

   

   

 人 

    287 

 

               人 

   270 

               人 

       17 

               ％ 

     △5.9 

                                                                                
                                                                                

    （参考）第２次入善町行財政改革大綱における定員管理の数値目標（率）                 

計画期間  

    数値目標 

 

 
始 期 

 

 
終 期 

 

 
平成17年4月1日

 

 
平成22年3月31日

 

平成16年度比    

12.3％削減 
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 ② 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 
                                                                            （各年４月１日現在） 

            区 分 

部 門 

17年 

計画始期 

18年 

1年目 

19年 

2年目 

20年 

3年目 

21年 

4年目 

22年 

5年目 

17年～ 19年  

  計  

(参考) 

数値目標 

一般行政 

 

職員数   199   196 188       － － 

増 減   △ 3  △ 8    △ 11   － 

教  育 

 

職員数    40    39 36      － － 

増 減    △ 1 △ 3        △ 4     － 

消  防 

 

職員数    26    26 26         － － 

増 減      0    0            0     － 

公営企業 

等 会 計 

職員数    22    22  22         － － 

増 減      0    0           0     － 

計 

 

職員数   287   283 272      －    270 

増 減    △ 4 △ 11      △15(88.2％)   △ 17 

  （注）１ 計画期間は、平成１７年～平成２２年の５年間です。 

         ２ （ ％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示します。 

  ３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画 1年目以降 

現年までの職員増減数の累計を示す。 

 

 

③適正化の手法 

・組織の統廃合、事務事業の見直し、民間委託の推進等 

 

 

 

（4）採用の状況（平成１８年度） 

７名採用（競争試験：７名） 

 

 

 

 （5）昇任の状況（平成１８年度） 

１６名（課長：３名、班長：２名、主幹：１名、課長代理：４名、係長：６名） 

※（ ）内は昇任後の職層等毎に分類したもの 

 

 

 

（6）退職の状況（平成１８年度） 

２５名退職 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 4 

２ 職員の給与の状況 

（1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区  分 
住民基本台帳人口 

（19 年 3 月 31 日現在） 

歳出額 

Ａ 

実質収支 

 

人件費 

Ｂ 

人件費率 

  Ｂ／Ａ 

(参考) 

17年度の

人件費率 

18 年度 
         人    

27,934 

千円 

10,159,003 

千円 

373,207 

千円 

2,135,355 

％ 

 21.0 

      ％ 

  19.5 

 (注) １ 普通会計とは、下水道事業・国民健康保険等を除く町事業全般を行うための会計をいいます。 

       ２ 人件費には、町長・議員等の特別職に支給される給料・報酬などを含みます。 

 

 

 

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

 区  分 

職員数 

         

Ａ 

給 与 費 一人当り 

給与費 

Ｂ／Ａ 

 (参考) 

類似団平均 

一人当たり 

給与費 給 料 職員手当 
期末･勤勉 

手当 
計 Ｂ 

18 年度 
   人 

255 

千円  

975,592  

千円 

  80,948 

千円 

  382,454 

千円 

1,438,994 

千円   

5,643 

    千円 

5,913 

(注) １ 職員手当には、退職手当を含みません。 

     ２ 職員数は、平成１８年４月１日現在の人数です。  

 

 

 

（3）特記事項 

       該当なし 

 

（4）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）                    

 
 1  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の 

給与水準を示す指数です。 

2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を 

単純平均したものです。 

  

(H14) 
96.6 

(H14) 
97.3 

(H14) 
96.0 

(H19) 
94.3 (H19) 

93.6 

(H19) 
93.9 

90 

95 

100 

入善町 類似団体平均 全国町村平均 
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（5）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成１９年４月１日現在） 

①一般行政職                                                                          

      

 

 

 

 

 

区 分 

 

平均年齢      

 

平均給料月額 

 

平均給与月額 

 

平均給与月額 

（国ベース） 

入善町  41.5 歳   314,092 円 344,642 円 329,025 円 

富山県    43.5 歳     345,100 円   417,600 円  375,494 円 

国     40.7 歳 325,724 円 ―   383,541 円 

 類似団体     43.6 歳    331,589 円   392,341 円    364,363 円 

                                                                                      

 

②技能労務職                                                                           

 

区  分 

 

公   務   員  

平均年齢      職員数  平均給料月額 
平均給与月額 

（Ａ）  

平均給与月額 

（国ベース） 

入善町    52.0 歳 34人  286,691 円   292,625 円 289,638 円 

 

 

うち学校給食員     51.8 歳 10人  280,980 円     284,530 円 280,980 円 

うち用務員    55.8 歳 9人  306,611 円   312,988 円 311,252 円 

富山県     50.1 歳 406人  352,900 円     396,200 円 375,175 円 

国    48.8 歳 5,193人  287,094 円 ― 320,514 円 

類似団体     49.4 歳 25人  273,844 円    294,520 円 286,146 円 

 

       

民    間  参 考 

対応する民間  

の類似職種  
平均年齢      

平均給与月額 

（Ｂ）  
Ａ/Ｂ 

 

― ― ― ― 

調理士    40.9 歳 247,300 円 1.15 

用務員    53.9 歳 227,200 円   1.38 

― ― ― ― 

― ― ― ― 

― ― ― ― 
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区  分 

 

参   考  

年収ベース（試算値）の比較  

公務員  

（Ｃ）  

民  間  

（Ｄ）  
Ｃ/Ｄ 

 入善町  ― ― ― 

 

 

うち学校給食員 4,694,020 円 3,421,200 円   1.37 

うち用務員 5,198,111 円   3,284,300 円 1.58 

           ※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。 

 （平成１６年～平成１８年の３ｹ年平均） 

※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点に 

おいて完全に一致しているものではありません。 

※ 年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を 

１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては 

前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。 

 

 

③消防職   

区 分 

 

平均年齢      

 

平均給料月額 

 

平均給与月額 

 

平均給与月額 

（国ベース） 

入善町      40.5 歳 304,734 円 364,713 円 321,646 円 

類似団体  41.6 歳 322,511 円 397,432 円 366,806 円 

                                 

（注）１「平均給料月額」とは、平成１９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。 

  ２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務  

手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らか 

にされているものです。 

         また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊 

勤手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算した 

ものです。 

 

 

 

 

 

（6）職員の初任給の状況（平成１９年４月１日現在）    

区    分 入善町  富山県  国 

一般行政職 

 

大 学 卒 170,200 円  171,496 円 （Ⅱ種）170,200 円  

高 校 卒         138,400 円  138,516 円 （Ⅲ種）138,400 円  

技能労務職 

 

高 校 卒         135.600 円  126,391 円             －  

中 学 卒 127,700 円  116,594 円             －  

消 防 職 

 

大 学 卒         185,300 円  －             －  

高 校 卒         156,200 円  －             －  
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（7）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成１９年４月１日現在） 

経験年数 

区  分 

経験年数 10 年以上

～ 

15 年未満 

経験年数 15 年以上 

～ 

20 年未満 

経験年数 20 年以上 

～ 

25 年未満 

一 般 

行政職 

大学卒 276,821 円 318,416 円 363,063 円 

高校卒   -  円 272,950 円 311,900 円 

技 能 

労務職 

高校卒      -  円   -  円   -  円 

中学卒 176,600 円 213,800 円 266,250 円    

 消防職 
大学卒   249,100 円     -  円   -  円   

高校卒      -  円 276,333 円   293,000 円 

 

 

 

 

 

（8）一般行政職の級別職員数の状況 

 ①一般行政職の級別職員数の状況（平成１９年４月１日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１級 
主事  技師 

主事補  

人 

  16 

％ 

14.2   

２級 

 

主事  技師 

 

人 

  18 

％ 

  15.9 

３級  係長 主査 主任 
人 

  39 

％ 

  34.5 

４級 
課長代理  

係長 主査 

人 

  26 

％ 

  23.0 

５級 課長 班長 主幹 
人 

  8 

％ 

  7.1    

６級 参事 課長 
人 

   6    

％ 

   5.3 

計  
人 

113 

％ 

100 

 （注）1  入善町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

    2  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
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2級

15.9%
2級

12.2%

3級

33.0%

3級

13.3%

4級

25.2%

4級

13.3%

5級

7.8%

5級

15.6%

１級

14.2%
1級

15.7% 2級

7.4%

3級

34.5%

4級

23.0%

5級

7.1%

6級

6.1%

6級

5.3%

6級

25.2%

7級

 17.0%

8級

8.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成19年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比
 

（注） 平成１８年に８級制から６級制に変更しています。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び 

５級をそれぞれ統合） 

 

 

②昇給への勤務成績の反映状況 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．勤務成績の評定の実施状況 

  地方公務員法第４０条に基づき、毎年４月１日及び１０月１日を評定日として全職員に 

対して勤務成績の評定を実施。 

 ２．昇給への勤務成績の反映状況 

  業績、態度及び能力を総合的に５段階（Ａ～Ｅ）の絶対評価を実施し、その評価結果に 

基づき昇給区分（０～５号級）を決定。 

  平成２０年１月１日の昇給において、一般行政職（町長部局）の昇給対象職員９０名中 

  の分布状況は、上位区分（５号級）に決定された者が１４％、標準区分（３号級）に決定 

された者が８０％、下位区分（０～１号級）に決定された者が６％であった。 
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（9）職員の手当の状況 

 ①期末手当・勤勉手当 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

入善町  富山県  国 

  １人当たり平均支給額（18年度） 

          1,504 千円 

１人当たり平均支給額（18年度） 

          1,914 千円 

― 

 

（18年度支給割合） 
 期末手当     勤勉手当 
   3.00 月分      1.45 月分 

   (1.60)月分     (0.75)月分 

（18年度支給割合）  
 期末手当      勤勉手当 
    3.00 月分     1.45 月分 

   (1.60)月分    (0.75)月分 

（18年度支給割合）          
 期末手当      勤勉手当 
    3.00 月分     1.45 月分 

   (1.60)月分    (0.75)月分 
 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・役職加算   5％～15％ 

・管理職加算 なし 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

 ・役職加算   5％～20％ 

・管理職加算 15％～25％  

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置             

・役職加算   5％～20％ 

・管理職加算 10％～25％ 

  （注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

  

 

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
１．勤務成績の評定の実施状況 

  地方公務員法第４０条に基づき、毎年４月１日及び１０月１日を評定日として全職員に対して 

勤務成績の評定を実施。 

 ２．勤勉手当への勤務実績の反映状況 

  業績、態度及び能力を総合的に５段階（Ａ～Ｅ）の絶対評価を実施し、その評価結果に基づき 

成績率を決定。 

  平成１９年１２月の勤勉手当において、一般行政職（町長部局）の支給対象職員１０９名中 

の分布状況は、上位区分（82/100）に決定された者が１２％、標準区分（74.5/100）に決定 

された者が８３％、下位区分（60/100～74.5/100 未満）に決定された者が５％であった。 
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②退職手当（平成１９年４月１日現在） 

(注) 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成１８年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

 

③地域手当 

 制度無 

 

 

④特殊勤務手当 

 制度無 
※平成１７年４月１日から特殊勤務手当廃止 

 

 

 ⑤時間外勤務手当 

支給実績(18 年度決算) 41,039千円 

職員１人当たり平均支給年額(18 年度決算) 163千円 

支給実績(17 年度決算) 42,928千円 

職員１人当たり平均支給年額(17 年度決算) 170千円 

  （注）時間外勤務手当には、休日勤務手当・夜間勤務手当を含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入善町                     国 

（支給率）   自己都合      勧奨･定年 

勤続 20年     23.5 月分      30.55 月分 

勤続 25年        33.5 月分      41.34 月分 

勤続 35年     47.5 月分      59.28 月分 

最高限度額   59.28月分      59.28 月分 

 

その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 

              （2％～20％加算） 

 

 

 １人当たり                            

平均支給額    575千円     22,644 千円 

 

（支給率）   自己都合      勧奨･定年 

勤続 20年     23.5 月分      30.55 月分 

勤続 25年        33.5 月分      41.34 月分 

勤続 35年     47.5 月分      59.28 月分 

最高限度額   59.28月分      59.28 月分 

 

その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 

              （2％～20％加算） 
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⑥その他の手当（平成１９年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

国の 

制度 

との 

異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（18年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（18 年度決算） 

扶養手当 

1 配偶者  13,000円 

2 扶養１人目 6,000円 

(配偶者を扶養していない場合は 6,500円) 

(配偶者がいない場合は 11,000円) 

扶養 2人目  6,000 円 

扶養 3人目  6,000 円 

3 満 16歳年度初めから満 22 歳年度末まで 

の間にある子１人につき 5,000円を加算 

同じ 

 

16,608千円   195,387円 

住居手当 

1 借家等 

①家賃 23,000円以下の場合 家賃-12,000円 

②家賃 23,000円を超える場合 

 (家賃-23,000 円)×1/2+11,000 円 

(最高限度額 27,000円) 

同じ 

 

 1,687千円   140,616円 

2 自宅･･･新築又は購入から 5年を経過しない 

ものに居住している世帯主 2,500 円 
同じ  

通勤手当 

1 交通機関等利用職員 

１月当たりの運賃等相当限度額 55,000 円 
同じ 

 

9,845 千円    46,438円 
2 自動車等使用職員 

3,000 円      ～      21,500円 

(2 ㎞以上～4㎞未満)     (40㎞以上) 

異なる 

国は 2,000円 

（2㎞以上～ 

5 ㎞未満） 

～ 

24,500円 

(60㎞以上) 

管理職 

手当 

管理又は監督の地位にある職員の職務の級 

及び役職の区分別に定額が支給 

・6級 58,200円 ～ 5級 35,700 円 

異なる 
職務の級 

が異なる 
11,986千円    544,804円 

宿日直 

手当 

宿日直勤務を命ぜられた職員が勤務した場合 

に支給    

・一回の勤務につき  4,200円 

同じ    517千円   4,200 円 

管理職員 

特別勤務 

手当 

管理職手当支給対象職員が、臨時又は緊急の 

必要等により週休日等に勤務した場合に支給 

・6時間以下の場合 

6,000 円 ～ 4,000 円 

・6時間超える場合 

9,000 円 ～ 6,000 円 

異なる 

国は 

・6時間以下の 

場合12,000 円     

～ 6,000 円 

・6時間超える 

場合18,000 円

～ 9,000 円 

 

    - 千円        -  円 
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(10) 特別職の報酬等の状況（平成１９年４月１日現在） 

  

区     分 給 料 月 額 等                     

 

 

給 

 

料 

 

  

 

 

町   長 

副 町 長 

 

               

 

 825,000 円 

            675,000 円 

                

     

（参考）類似団体における最高／最低額 

      

  931,000 円 ／ 514,000 円 

       768,000 円 ／ 461,000 円 

        

 

  

 報 

 

 酬 

 

 

議   長 

副 議 長 

議   員 

    

             362,000 円 

             314,000 円 

             294,000 円 

     

            

   452,000 円 ／ 275,000 円 

       372,000 円 ／ 213,300 円 

       340,000 円 ／ 192,600 円 

 

期 

 

末 

 

手 

 

当 

町   長 

副 町 長 

（18年度支給割合） 

3.35月分 

    ―   

 

議   長 

副 議 長 

議   員 

（18年度支給割合）   

     

3.35月分 

 

 

退 

職 

手 

当 

 

 

町   長 

副 町 長 

 （算定方式）                （１期の手当額） （支給時期） 

給料月額×在職月数/12月×500/100       1,650 万円     任期毎 

給料月額×在職月数/12月×280/100         756 万円     任期毎 

      

備   考  

(注) 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月） 

勤めた場合における退職手当の見込額です。 
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３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（1）勤務時間の状況 

勤 務 時 間 8：30～17：30 

休 憩 時 間 12：00～13：00 

※公務の運営上の事情により、特別な形態によって勤務する必要がある職員（保育所、各種施設）は、

上記以外の勤務時間の割振りによります。 

 

（2）休暇、休業制度の状況 

   職員の休暇、休業制度については、町職員の勤務時間、休暇等に関する条例、規則や育児休

業等に関する条例、規則等に基づいて定められており、主な休暇、休業制度の状況は次のとお

りです。 

区 分 休暇（休業）期間等 

（１年あたり） 

平成 18年の取得状況 

年次休暇 20 日 平均 7.1日 

夏季休暇 4 日以内 平均 3.5日 

病気休暇 3 月以内 取得者 21人 

（5 日以上連続して取得

した者 17人） 

介護休暇 ６月以内  

育児休業 子が３歳に達する日 

までの期間内 

取得者 6人 

（平成 18 年中の新たな

取得者 3人） 

 

 

 

 

 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

（1）分限処分の状況 

平成１８年度の分限処分の状況は、次の表のとおりです。 

降任 免職 休職 降級 合 計 

－  人 －  人 ４  人 －  人 ４  人 

※分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から、職員がその職質を十分に果

たすことができない場合に行われる、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分のこと

をいいます。 

 

（2）懲戒処分の状況 

平成１８年度の懲戒処分の状況は、次の表のとおりです。 

戒告 減給 停職 免職 合 計 

－  人 －  人 －  人 －  人 －  人 

※懲戒処分とは、公務における規律と秩序を維持する目的から、職務上の義務違反など、公務員として

ふさわしくない非行がある場合に行われる処分のことをいいます。 
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５ 職員の服務の状況 

（1）職務専念義務免除の状況 

平成１８年度の職務専念義務免除の状況は、次の表のとおりです。 

免除の事由 平成 18年度の承認件数 

研修を受ける場合 31 件 

定期健康診断等、厚生に関する計画の実施に参加

する場合 
   8 件 

当該地方公共団体の特別職、消防団員等としての

職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 
 ― 件 

任命権者が特に認める場合（職員永年勤続表彰式

出席、運転免許教習、職員団体交渉等） 
  4 件 

合  計   43 件 

※町職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除き、その勤務時間中において 

職務に専念する義務がありますが（地方公務員法第 35 条）、合理的な理由がある 

場合は、限定的にその免除が認められています。 

 

 

 

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

（1）職員の研修の状況（平成１８年度） 

職員の研修の状況については、次のとおりです。 

①階層別研修  ８講座  受講者数 ４５名 

新任職員研修、吏員基礎・継続研修、新任・現任係長研修、新任主幹・課長研修、 

管理者研修 

 

②専門研修   ９講座  受講者数 ３１名 

政策法務研修、政策形成研修、プレゼンテーション・パソコン研修、 

創造性開発研修、接遇指導者研修、研修担当研修、とやま夏季大学研修、通信教育研修 

 

③派遣専門研修 ８講座  受講者数 ８名 

県中堅幹部養成研修、自治大学校研修、行政専門講座研修、市町村アカデミー研修、 

とやま起業未来塾研修 

 

④特別研修 

人事評価者研修、新任職員実施研修、防火管理者・防災無線研修 

 

⑤保健教養研修、各種講演会聴講 

 

 

 

 

（2）勤務成績の評定の状況 

職員の勤務成績の評定の状況は、次のとおりです。 

ア 評定方法 

  原則として、当該職員の直属の上司が評定者となり、その職員の仕事の迅速性、正確性、

表現力、理解力等の能力評価、積極性、協調性、責任感、注意力、勤勉性等の態度評価、 

仕事の達成度の項目毎に評定を行った上で、Ａ～Ｅの５段階評定で総合評価を行います。 
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イ 判定時期 

  評定は４月１日から９月３０日まで、及び１０月１日から翌年３月３１日までの期間を 

対象に年２回実施します。 

 

 

 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 （1）健康管理事業 

主 な 項 目 対 象 者 等 実施状況 

 

・定期健康診断 

 

・生活習慣病予防検診 

 

・人間ドック 

 

・一般健康相談会 

 

・健康管理講演会 

 

全職員 

 

40 歳以上の希望職員 

 

40 歳、50歳節目年齢の職員 

 

希望職員 

 

内容「メタボリックシンドローム 

～生活習慣病予防について～」 

247名 

 

154名 

 

  7 名 

 

年 1回 

 

年 1回 

 

 （2）福利事業 

球技大会参加助成（1大会）、職員サークル活動助成（3サークル） 

 

 

 

 （3）福利厚生事業に係る決算額 

    1,742千円（平成 18年度） 

 

 

 

 （4）共済制度の状況 

社会保険制度の一環として富山県市町村職員共済組合に加入 

当該共済組合により短期給付（医療保険）、長期給付（年金）のほか福祉事業が行われています。 


